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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、平成27年11月６日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第

２項第３号及び第８号の２の規定に基づき、特定子会社の異動を伴う子会社の取得に関する臨時報告書を提出いたし

ました。当該臨時報告書の記載事項のうち一部に訂正事項がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項の規

定に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

２　報告内容

２．子会社の取得（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（3）取得対象会社に関する子会社取得の対価の額

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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２【報告内容】

（訂正前）

２．子会社の取得（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（3）取得対象会社に関する子会社取得の対価の額

取得価額につきましては、今後、第三者機関によるデューデリジェンスの結果を勘案して決定するため未定であ

ります。

 

（訂正後）

２．子会社の取得（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２に基づく報告内容）

（3）取得対象会社に関する子会社取得の対価の額

株式取得額及びアドバイザリー費用等　2,300百万円（概算）
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